
給付管理業務  

        

給付管理業務フローチャート   

    

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

         

        

         

         

        

         

         

        

          

         

        

          

         

        

         

         

        

         

         

          

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

「サービス利用票・別票」の作成 

「サービス利用票」の利用者への説明と同意の上、捺印をもらい

配布(２部作成) 

  １部・・・利用者配布用 

  １部・・・ケアプランセンター保管用 

サービス事業者へ「サービス提供票・別票」を交付 

 

サービス変更に伴う再作成 

 月途中で介護度当変更があるたびに 

・サービス利用票／提供票の変更作成、 

・サービス利用票の利用者同意と配布 

・サービス提供票のサービス事業所への交付 

「給付管理票」の作成 

「請求書」・「明細書」作成 

国保連へ介護報酬請求 

返戻と再提出  

サービス提供前

月の月末まで 

10日までに 

国保連へ請求 

5日～9日 

国保連請求作業 



サービス利用票・提供票の作成と交付 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス変更に伴うサービス利用票・提供票の再作成 

 

月途中で 

 ・介護度区分変更の場合 

 ・モニタリング(見直し)が必要な場合 

 ・提供サービス変更の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス利用票／別票

を 2部作成 

利用者および家族に説明と同意 

捺印をもらう(2部) 

ケアプランセンター保管用 利用者への配布用 

利用者宅へ

訪問 

サービス提供票／別票作成 

(一人の利用者が受けているサービス事業所枚数分) ×（利用者人数） 

＝作成部数 

 

  例 利用者（介護タロウさん）が受けているサービス 

訪問介護・・・・・Aサービス事業所 

    通所介護・・・・・Bサービス事業所 

    福祉用具貸与・・・Cサービス事業所 

この場合 3部作成 

サービス事業所へサービス

提供票／別票を送付 

（FAX、郵送） 

例をとると A,B,C3サービス事

業所に送付 

その都度 ・サービス利用票／提供票の変更作成、 

・サービス利用票の利用者同意と配布 

・サービス提供票のサービス事業所への交付 


